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概 要 版 

 

 
■ 調査の概要 

調査の目的 

本市では、｢綾部市男女共同参画条例｣及び｢綾部市男

女共同参画計画 第 3 次あいプラン｣に基づき、男女が共

に輝いて生きることのできるまちを目指し、さまざまな施策

に取り組んでいます。 

本調査は、男女共同参画に関する市民の方々の考え

や生活状況を把握し、第 4次あいプランの策定資料とする

ことを目的に実施しました。 

 

調査の方法 

 市民意識調査 事業所アンケート 

調査対象 綾部市内に在住の 18歳以上の男女 1,000人 綾部市内事業所 132社 

回収状況 有効回収数（率） 508件（50.8％） 有効回収数（率） 78件（59.1％） 

抽出方法 無作為抽出 綾部市商工会議所 会員事業所 

調査方法 郵送による配布及び回収 

調査時期 令和元年 11月 7日～11月 30日 

調査内容 ・男女平等について 

・仕事について 

・家庭生活・子育て・社会参加・防災について 

・配偶者等からの暴力・ハラスメントについて 

・男女共同参画施策について 

・回答者の属性 

・事業所の概要について 

・女性の登用について 

・育児・介護との両立支援について 

・男女がともに働きやすい環境について 

・男女共同参画に関する今後の取組について 

 

報告書の見方 

（１）図表中の n（Number of case）は、設問に対する回答者数です。 

（２）回答比率（％）は回答者数（n）を 100％として算出しています。四捨五入の結果、合計が 100.0％にならな

いことがあります。複数回答の設問では、回答比率（％）の計は 100.0％を超えます。  
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⑥政治への参加では

①学校教育では

②職場では

③家庭生活では

④社会の慣習やしきたりなどでは

⑤法律や制度のうえでは

⑦地域活動の場では
 （自治会、ボランティア活動など）

⑧社会全体では
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53.9

59.4

17.3

30.9
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=508)

男性の方が

優遇されている

どちらかと

いえば男性が

優遇されている

平等 どちらかと

いえば女性が

優遇されている

女性の方が

優遇されている

わからない 無回答

■ 市民意識調査の結果 

問 男女共同参画にかかわる意識 

「『男性は仕事、女性は家事・育児』と役割分担をする方がよい」という考え方には、否定的な人が約 7 割を

占めています。 

「女の子は『女らしく』、男の子は『男らしく』育てた方がよい」という考え方には、肯定的な人と否定的な人は

ほぼ同じ割合です。 

「女性も結婚、出産にかかわらず仕事を続ける方がよい」という考え方には、肯定的な人が 7 割を超えてい

ます。 

「父親も子育てに積極的にかかわった方がよい」と「政治など方針決定の場に参画する女性が今よりも増え

た方がよい」という考え方には、肯定的な人が約 9割となっています。 

「自治会や PTA などの会長や役員に女性が増えた方がよい」という考え方には、肯定的な人が 8 割近くを

占めています。 

（グラフ右ページ） 

 

 

問 社会における男女の地位の平等感 

「学校教育」と「地域活動の場」では「平等」の回答が高くなっていますが、それ以外の分野はすべて「平等」

よりも『男性優遇』（「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）の割合

が高く、特に「社会の慣習やしきたりなど」が約 8割で高くなっています。 
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64.8

64.6

59.1

58.1

53.7

39.8

38.8

37.0

30.5

2.4

0.4

65.7

67.9

62.9

63.2

59.6

40.7

44.3

40.7

33.6

2.1

0.4

64.3

61.5

54.9

52.1

46.9

37.6

31.9

32.4

27.2

2.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

企業の育児・介護休業制度の整備・充実

休業を取りやすい職場環境、職場の雰囲気づくり

男女がともに家族の家事・育児・介護を担う

育児・介護のための施設やサービスの充実

短時間勤務や在宅勤務など、柔軟な働き方の導入

男女がともに家計を支える意識を持つ

ハラスメントのない職場環境づくり

賃金、昇進などで男女差をなくす

残業時間の短縮

その他

特に必要なことはない

全体(n=508)

女性(n=280)

男性(n=213)

⑤政治など方針決定の場に参画する
　女性が今よりも増えた方がよい

⑥自治会やＰＴＡなどの会長や役員に
　女性が増えた方がよい

①「男性は仕事、女性は家事・育児」と
　役割分担をする方がよい

②女の子は「女らしく」、男の子は
　「男らしく」育てた方がよい

③女性も結婚、出産にかかわらず
　仕事を続ける方がよい

④父親も子育てに積極的に
　かかわった方がよい

4.7

11.6

31.7

61.2

46.5

34.8

22.4

38.0

42.1

32.1

40.7

43.1

26.8

19.1

13.6

2.2

6.7

15.4

43.7

28.7

9.1

1.6

2.8

3.3

2.4

2.6

3.5

3.0

3.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=508)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 働くことを希望する男女が、育児や介護の有無にかかわらず、働き続けるために必要なこと 

育児や介護の有無にかかわらず働き続けるために必要なことは、全体では「企業の育児・介護休業制度の

整備・充実」（64.8％）、「休業を取りやすい職場環境、職場の雰囲気づくり」（64.6％）、「男女がともに家族の

家事・育児・介護を担う」（59.1％）、「育児・介護のための施設やサービスの充実」（58.1％）、「短時間勤務や

在宅勤務など、柔軟な働き方の導入」（53.7％）がいずれも 5割を超えています。 

いずれの項目も女性の方が回答割合が高く、女性の方が多様な要素を必要と考えていることがうかがえます。 
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5.3

26.6

21.1

17.5

7.1

4.7

22.8

22.8

5.7

4.7

15.0

11.6

17.9

6.3

5.1

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望(n=508)

現実(n=508)

全
体

仕事 家庭生活 地域活動・

個人の生活

仕事と

家庭生活

仕事と

地域活動・

個人の生活

家庭生活と

地域活動・

個人の生活

仕事と

家庭生活と

地域活動・

個人の生活

無回答

1.8

20.7

24.6

22.9

5.7

2.5

23.2

25.0

4.6

5.0

15.7

12.9

18.6

4.6

5.7

6.4

希望(n=280)

現実(n=280)

女
性

10.3

35.2

16.9

10.3

8.0

7.0

22.5

19.7

7.0

4.7

15.0

10.8

16.4

8.0

3.8

4.2

希望(n=213)

現実(n=213)

男
性

問 生活の中で「仕事」「家庭生活」「地域活動・個人の生活」の優先度（希望と現実） 

生活の中で「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人生活」の何を優先するかについての＜希望＞と＜現実＞で

は、3 つのうち複数の項目を優先したいと希望する人の割合は 6 割を超えていますが、現実に複数の項目を

優先できている人は 4 割台にとどまっています。女性は、男性に比べて＜希望＞も＜現実＞も「家庭生活」を

優先する割合が高く、男性は「仕事」を優先する割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 男性が、仕事以外のこと（家事、子育て、介護など）に参加していくために必要なこと 

全体では「『家庭や地域のことをするのは女性の役目』という固定的な考え方を改めること」（49.4％）、「夫

婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」（44.9％）の順番ですが、男性で最も高いのは、「夫婦や家

族間でのコミュニケーションをよく図ること」で、男性は、男性が家事等へ参加するかどうかは夫婦や家族の問

題ととらえている傾向が強いことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.4

44.9

35.4

34.6

31.3

28.3

14.2

3.1

4.3

60.0

47.5

39.6

35.4

32.5

29.3

15.4

2.9

3.2

37.1

42.3

30.5

34.3

29.6

26.8

11.7

3.3

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

「家庭や地域のことをするのは女性の役目」

という固定的な考え方を改めること

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること

男性が、仕事中心の生き方や考え方を

見直すための機会をつくること

労働時間の短縮や育児や介護などの

休暇制度の整備について、企業に働きかけること

男性の家事、育児、介護の技能を高めること

社会の中で、男性が家事などに

参加することに対する評価を高めること

男性が地域活動やセミナーなどに

参加しやすい方法や場を提供すること

その他

特に必要なことはない

全体(n=508)

女性(n=280)

男性(n=213)
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①ドメスティック・バイオレンス
 （ＤＶ）

②デートＤＶ

③セクシュアル・ハラスメント

④マタニティ・ハラスメント

⑥痴漢

⑤ストーカー行為

10.0

2.4

9.3

3.1

4.9

14.0

27.4

14.6

29.7

15.0

22.6

21.9

58.1

74.2

53.0

73.6

64.0

56.3

4.5

8.9

8.1

8.3

8.5

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=508)

経験したことがある 身近で見聞き

したことがある

経験したことも身近で

見聞きしたこともない

無回答

⑥ＤＶなど女性に対する暴力
 をなくすための取組

①男女平等の考え方

②職場における女性の活躍

③自治会など地域活動における
 女性の活躍

④仕事と家庭・子育てなどの
 両立のしやすさ

⑤男性の子育て、介護への参加

⑦行政などの相談窓口の充実

11.2

10.6

5.5

4.7

3.9

3.0

3.1

55.1

49.4

37.6

39.4

37.6

30.9

37.6

20.5

22.2

36.0

35.0

37.8

40.2

34.6

5.5

6.7

11.4

12.4

12.4

13.4

11.4

7.7

11.0

9.4

8.5

8.3

12.6

13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%(n=508)

進んでいる どちらかといえば

進んでいる

どちらかといえば

進んでいない

進んでいない 無回答

問 配偶者等からの暴力やハラスメント等の被害経験や見聞き 

ＤＶ・ハラスメントなどの経験では、「ドメスティック・バイオレンス（DV）（配偶者等からの暴力）」、「セクシュア

ル・ハラスメント」、「痴漢」の 3 項目は、自分自身が経験または身近で見聞きした経験を合わせると、3 割を超

えています。この割合は、女性についてみると、いずれも 4割を超えています。また、すべての項目において、

女性の方が被害経験の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 この 10年間で、男女共同参画にかかわる社会の変化 

この 10 年間の男女共同参画の変化をみると、「男女平等の考え方」「職場における女性の活躍」について

は『変化あり』（「進んでいる」と「どちらかといえば進んでいる」の合計）がそれぞれ 6割以上となっています。 

一方、「ＤＶなど女性に対する暴力をなくすための取組」「男性の子育て、介護への参加」については、『変化

なし』（「進んでいない」と「どちらかといえば進んでいない」の合計）がそれぞれ 5割を超えています。 
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56.4

50.0

50.0

47.4

41.0

35.9

28.2

24.4

19.2

11.5

9.0

6.4

10.3

10.3

12.8

15.4

15.4

12.8

15.4

17.9

23.1

25.6

26.9

23.1

30.8

28.2

11.5

23.1

0% 20% 40% 60%

従業員から職場環境の改善

について意見要望を取り上げる

従業員の勤務時間や担当業務

などに本人の希望を反映

従業員の資格取得や社会貢献活動を支援

非正規従業員から正規従業員への転換制度

従業員のメンタルヘルスに関するサポート

女性従業員の積極的な採用

女性従業員の人材育成を目的

とした研修実施と参加促進

性別にかかわらない客観的な

人事考査のための基準の明確化

仕事上の相談にのり、業務のアドバイスを行うなど

先輩社員（メンター）がサポートする制度

非正規従業員を管理職に登用する制度

管理職を対象に女性従業員

活用のための指導や研修の実施

女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画を策定

どれもない

無回答

①現在、取り組んでいる(n=78)
②今後、取り組みたい(n=78)

■ 事業所アンケートの結果 

問 女性を積極的に登用するために、現在、取り組んでいること、今後、取り組みたいこと 

現在、取り組んでいることは、「従業員から職場環境の改善について意見要望を取り上げる」（56.4％）、「従

業員の勤務時間や担当業務などに本人の希望を反映」（50.0％）、「従業員の資格取得や社会貢献活動を支

援」（50.0％）、「非正規従業員から正規従業員への転換制度」（47.4％）の割合が高くなっています。 

今後、取り組みたいことは、「管理職を対象に女性従業員活用のための指導や研修の実施」（30.8％）、「女

性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定」（28.2％）が約 3割となっています。 
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65.4

59.0

42.3

32.1

30.8

29.5

20.5

20.5

19.2

17.9

16.7

15.4

14.1

5.1

3.8

3.8

7.7

9.0

11.5

12.8

11.5

24.4

21.8

19.2

14.1

25.6

21.8

21.8

26.9

23.1

30.8

23.1

19.2

26.9

10.3

26.9

0% 20% 40% 60% 80%

半日又は時間単位の有給休暇の付与制度

有給休暇の計画的取得、時季指定の取得の推進

残業の事前承認による残業時間の削減の推進

複数担当制など他の人が仕事を代替できる体制

休業中の情報提供など、職場復帰をしやすい配慮

短時間勤務やフレックスタイムなど

弾力的な勤務形態を選べる

家族のための休暇（法定以上の看護・介護

休暇や学校行事の休暇など）の付与制度

計画的な残業禁止日（ノー残業デー等）を設定

法定以上の期間の休業を

付与する育児・介護休業制度

配偶者出産休暇制度

子育て・介護を理由に退職した従業員の再雇用制度

育児・介護休業中に給与の一部や手当を支給

男性の育児休業・介護休業の取得の促進

育児・介護サービス利用料の援助

事業所内託児所を設置

次世代育成支援対策推進法に

基づく一般事業主行動計画を策定

どれもない

無回答

①現在、取り組んでいる(n=78)

②今後、取り組みたい(n=78)

 

問 育児・介護をしながら働きつづけるために、現在、取り組んでいる、今後、取り組みたいこと 

現在、取り組んでいることは、「半日又は時間単位の有給休暇の付与制度」（65.4％）、「有給休暇の計画的

取得、時季指定の取得の推進」（59.0％）が 5割を超えています。 

今後、取り組みたいことは、「男性の育児休業・介護休業の取得の促進」（30.8％）が最も高くなっています。 
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50.0

32.1

25.6

24.4

14.1

2.6

17.9

24.4

16.7

19.2

28.2

21.8

29.5

1.3

17.9

30.8

0% 20% 40% 60%

就業規則などにハラスメント

防止の規定を設ける

事業所内に相談窓口を設ける

ハラスメント防止に関する研修を実施

社内報や啓発資料などを

活用して、意識啓発を図る

発生時の対応マニュアルを定める

その他

どれもない

無回答

①現在、取り組んでいる(n=78)

②今後、取り組みたい (n=78)

問 職場におけるハラスメントを防止するために、現在、取り組んでいる、今後、取り組みたいこと 

現在、取り組んでいることは、「就業規則などにハラスメント防止の規定を設ける」（50.0％）と最も高く、次い

で「事業所内に相談窓口を設ける」（32.1％）、「ハラスメント防止に関する研修を実施」（25.6％）、「社内報や

啓発資料などを活用して、意識啓発を図る」（24.4％）と続いています。 

今後、取り組みたいことは、「発生時の対応マニュアルを定める」（29.5％）が最も高く、次いで「ハラスメント

防止に関する研修を実施」（28.2％）、「社内報や啓発資料などを活用して、意識啓発を図る」（21.8％）、「事

業所内に相談窓口を設ける」（19.2％）と続いています。 
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